
歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令について 
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１．改正の趣旨 

現行の大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）第二十一条第二項において、

１単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとし、授業の

方法（講義、演習、実験、実習、実技又はこれらの二以上の方法の併用）に応じて単位数

の算定方法の基準を定めている。 

令和４年３月１８日の中央教育審議会大学分科会質保証システム部会においてとりま

とめられた「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議まとめ）」

において、単位制度の柔軟な運用を可能とするよう見直しを行うこととされており、同審

議まとめを受けた大学設置基準の改正（本年９月中の公布、単位制度については本年 10

月１日施行を予定）において、授業の方法により異なる単位の計算方法の規定を改め、授

業の方法によらずおおむね 15 時間から 45 時間の範囲で大学が定める時間の授業をもっ

て１単位として単位数を計算する（自学自習等を含めた学修時間は 45時間の学修内容を

標準とする考え方は変更しない）こととする改正が予定されている。 

医療関係職種養成所指定規則においては、１単位当たりの自学自習を含めた学習時間

は 45時間と変更はなく、１単位当たりの必要授業時間についても従来の整理から変更は

ないため基本的には改正大学設置基準の単位の計算方法に従うものとする。 

但し、本改正によって１単位当たりの実験、実習及び実技（以下「実習等」という。）

の授業時間の下限を 30 時間から 15 時間へと引き下げることを許容することから、各養

成施設での実習等の質を担保する観点で、実習等に限り本規定のうち「おおむね十五時間」

を「三十時間」と読み替える規定を置くこととする。 

このため、歯科衛生士学校養成所指定規則（昭和二十五年文部省・厚生省令第一号）等

関係省令について所要の改正を行う。 

  



２．改正の内容 

次に掲げる省令において、単位の計算方法に関して改正大学設置基準第 21条第２項を例

とし、実習等については同項中「おおむね十五時間」とあるのを「三十時間」と読み替える

ものとする。 

・歯科衛生士学校養成所指定規則（昭和二十五年文部省・厚生省令第一号） 

・保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和二十六年文部省・厚生省令第一号） 

・あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和二十六

年文部省・厚生省令第二号） 

・診療放射線技師学校養成所指定規則（昭和二十六年文部省・厚生省令第四号） 

・歯科技工士学校養成所指定規則（昭和三十一年厚生省令第三号） 

・管理栄養士学校指定規則（昭和四十一年文部省・厚生省令第二号） 

・理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則（昭和四十一年文部省・厚生省令第三号） 

・臨床検査技師学校養成所指定規則（昭和四十五年文部省・厚生省令第三号） 

・視能訓練士学校養成所指定規則（昭和四十六年文部省・厚生省令第二号） 

・柔道整復師学校養成施設指定規則（昭和四十七年文部省・厚生省令第二号） 

・臨床工学技士学校養成所指定規則（昭和六十三年文部省・厚生省令第二号） 

・義肢装具士学校養成所指定規則（昭和六十三年文部省・厚生省令第三号） 

・救急救命士学校養成所指定規則（平成三年文部省・厚生省令第二号） 

・言語聴覚士学校養成所指定規則（平成十年文部省・厚生省令第二号） 

 

３．根拠条文 

・臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）第三十六条 

・義肢装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）第三十六条 

・救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第四十二条 

・言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）第四十一条 

・栄養士法施行令（昭和二十八年政令第二百三十一号）第十一条 

・診療放射線技師法施行令（昭和二十八年政令第三百八十五号）第七条第一項 

・保健師助産師看護師法施行令（昭和二十八年政令第三百八十六号）第十一条第一項 

・歯科技工士法施行令（昭和三十年政令第二百二十八号）第九条第一項 

・臨床検査技師等に関する法律施行令（昭和三十三年政令第二百二十六号）第十条第一項 

・理学療法士及び作業療法士法施行令（昭和四十年政令第三百二十七号）第九条第一項 

・視能訓練士法施行令（昭和四十六年政令第二百四十六号）第十条第一項 

・歯科衛生士法施行令（平成三年政令第二百二十六号）第二条第一項 

・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令（平成四年政令第三百

一号）第一条第一項 

・柔道整復師法施行令（平成四年政令第三百二号）第二条第一項 



 

４．施行期日等 

公 布 日：令和４年９月 30日 

施行期日：令和４年 10月１日 

 


